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第２回内航海運代替建造対策検討会用資料 

 

 

 

水運業の融資状況について 
 

 

 

日本政策金融公庫 
中小企業事業本部 

 

 



１．水運業の融資実績（設備資金）の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２０年９月までは中小企業金融公庫、平成２０年１０月以降は日本政策金融公庫中小企業事業の直接貸付の計数  

○ 水運業の融資実績（設備資金）は、平成５年度をピークとして減少しており、  

最近１０年間は金額・件数ともにピーク時の１／５～１／４で推移している。 

○ 全国の船舶建造隻数推移と同様の動きを示している。 
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２．水運業の融資実績（運転資金）の推移 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２０年９月までは中小企業金融公庫、平成２０年１０月以降は日本政策金融公庫中小企業事業の直接貸付の計数  

○ 水運業の融資実績（運転資金）は、平成１１年以降減少傾向で推移しているが、

平成２０年度及び平成２１年度は、主としてセーフティネット貸付の需要増により、

増加している。 
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３．水運業の融資残高の推移 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成１９年度までは中小企業金融公庫、平成２０年度以降は日本政策金融公庫中小企業事業の直接貸付の計数   

○ 水運業の融資残高は、平成７年度をピークとして、金額・件数ともに減少傾向で

推移してきており、金額はピーク時の１／２、件数は２／３となっている。 

○ 全国の水運業者数推移と同様の動きを示している。 
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４．内航船舶貸渡業の地域別残高社数割合 
 

 

 

 

 

 

 

 

 平成２年度                  平成２１年度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２年度は中小企業金融公庫、平成２１年度は日本政策金融公庫中小企業事業の直接貸付の残高社数割合   

○ 平成２１年度の内航船舶貸渡業の地域別残高社数割合は、平成２年度と比べ、四

国及び九州は増加し、中国その他は減少している。 
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５．内航船舶貸渡業者の主な声 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本政策金融公庫総合研究所が、中小企業事業の取引先に対して年４回（３月、６月、９月、１２月）実施している「全国中小企業動向調査（中小企業編）」にお

ける自由記述欄から抜粋   

＜平成２０年度＞（第１四半期～第４四半期） 
（１）世界的金融危機により、物流が鈍ってきた。 

（２）荷動き減少により船腹過剰。 

（３）用船料が低下した。 

（４）原油の高騰で経営が圧迫されている。 

（５）船員不足で困っている。若者がいない。 

 

＜平成２１年度＞（第１四半期～第４四半期） 
（１）輸送貨物が減少している。 

（２）荷主の業界における減産から船腹が余っている。 

（３）期限を切って用船料の値下げを受け入れたが、値下げ期間の延長を受け入れざるを得なかった。 

（４）２１年度の用船料は従来の６割に減少、２２年度は８割にまで回復する（見込み）。 

（５）高齢者が多く、船員が不足している。 

 

＜平成２２年度＞（第１四半期～第２四半期） 
（１）輸送量の減少が著しい。 

（２）新造船建造のため、利益率が低下。 

 

（平成２０年度～２１年度に計画された船舶建造予定） 
 新造船着工は、平成２３年度以降に集中している。 
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